


はじめに

2016年は、英国のＥＵ離脱決定やアメリカ

大統領選など、世界経済に対して中長期的

な影響を与える大きな出来事があった。アジ

アに目を移しても、フィリピンの大統領交替

やタイの国王逝去、また韓国では大統領の

スキャンダルを原因とする政府の支持率急

落など、日本企業の事業環境に大きな影響

を及ぼすトピックスが目白押しであった。

一方、アメリカでの政権交代に伴う対中、

対露関係の変化もまた、日本企業の事業活

動に大きな影響を与える要因として目が離

せない。

こういった様々なリスク要因が経営者の心

理をやや冷やしているのか、近年右肩上が

りであった日本企業の対外直接投資も、製

造業、非製造業ともに前年を下回る水準で

推移している。（ＪＥＴＲＯホームページ「日本

の国・地域別対外直接投資」から、2016年

の見通しは1-6月実績から類推）

しかし、長期的に見れば日本国内の消費

市場は益々縮小する一方、新興諸国の経

済成長により海外の消費市場が益々拡大

する傾向に変わりはなく、現に日本企業の

生産・販売は益々海外にシフトしている。

このことから、一層拡大する海外市場を取

り込み、そこで得られた利益を日本国内に

還流させ、更にはそれを原資として更なる技

術革新や製品・サービスの開発を行なうとい

うサイクルを作ることが、多くの日本企業に

とっての勝ち残りのシナリオとなるのではな

いだろうか。

ただし、海外市場における競争に勝ち抜く

ことは決して簡単ではない。多くの日本企業

が進出する中国、台湾などでは現地企業の

技術力が目覚ましく向上している。また近年

の日本企業の“主戦場”ともいうべきアセア

ンにおいても、現地企業の台頭に加えて欧

米中韓系企業の一層の進出により、競争は

益々熾烈を極める。

当社の取引先である日系各社の直近の課

題は

1） 新たな進出国・地域の模索

（チャイナ・プラスワン）

2） 主にアセアン地域における

脱・日系取引先依存

（現地顧客・販路の開拓）

3） メキシコ、インド、メコン域、

アフリカなど、新・新興国で

の事業立上げ に集約される。
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言うまでもなく、それらは優秀人材の確保

（採用、育成、リテンション）に大きな影響を

与える要素である。また今回は対象国として

中国、香港、インドを加え、地域間比較など

も行なった。

アジアへの事業展開を行なう日本企業に

おいて、人事部門や海外事業統括部門など

で参考資料として、また各国子会社の駐在

員や、関係部署間のディスカッションの材料

としても是非とも活用していただきたい。

2016年12月

JAC Recruitment 

海外進出支援室

中でも2）、3）は、市場の特性や言語など

の面で「現地人材」のパフォーマンスに大き

く左右される。

しかし海外で優秀な現地人材を確保し、事

業の中核人材へと育て、それによって経営

の現地化を進めていく上で、日本企業には

様々なハードルが立ちふさがる。

給与水準、（独特の）人事管理システム、

言語（日本語への過度な依存）、企業文化

（あうんの呼吸）などが一般的に言われると

ころであるが、一方で『日本流』を生かして育

成や繋ぎ留めに成功している企業も多い。

本レポートは、2012年から日本とアセアン

のJAC Recruitment グループが合同で行なっ

ている調査をもとに毎年発行している。

これまでは我々の専門領域である「管理職、

幹部人材の採用」を中心に日系各社の取組

みや課題を詳らかにしてきたが、今年は初

めて人事・報酬制度やその運用面にも言及

している。

調査の概要

回答企業の内訳
<国別>

■ 対象 ： 下記国内の日系企業現地子会社
（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、

中国、香港、インド）

■ 調査期間：2016年9⽉中旬〜10⽉中旬
(アンケート調査票および聞き取り)

■回答企業数： 756 社
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現地市場を開拓し、その地に根差したビジ

ネスを行なうため、一方で住宅費や子女の

教育費まで、人数に比例して嵩む「駐在員コ

スト」を低減するため、海外拠点に派遣する

日本人駐在員数を極力減らし、「経営現地

化」を目指す日系企業は多い。

反面、現地に進出している日系企業のみ

を顧客とする場合、無理な現地化は逆にビ

ジネスを妨げる。

データ上では、欧米に比べ、アジア地域に

おいて日系企業の経営現地化は進んでい

ないと言われるが実態はどうなのだろうか。

現状のダイレクター（役員）や部長（ＧＭ）

の人数、最高位の現地人材（現状と目標）、

現地化に欠かせない幹部人材の確保（採用、

育成）など、幾つかの質問によって紐解いて

みた。

▼▼▼▼54545454％％％％の企業の企業の企業の企業が「現地人材をが「現地人材をが「現地人材をが「現地人材を

役員以上に登用したい」と役員以上に登用したい」と役員以上に登用したい」と役員以上に登用したい」と

願うも願うも願うも願うも、、、、実態は道半ば実態は道半ば実態は道半ば実態は道半ば

「将来、現地人材を役員以上の職位に登

用する予定である」とするのは回答企業全

体の54％にあたる405社。（図表1-①）

第第第第1章章章章 経営現地化は進んでいるのか？経営現地化は進んでいるのか？経営現地化は進んでいるのか？経営現地化は進んでいるのか？

うち、既にそれが実現されているのは229

社であった。これは「登用する予定である」と

する企業の57％にあたる。（図表1-②）

実現されている企業の割合は国によって

異なり、最も高いのはタイで83％。ただしタイ

は「役員以上の職位に登用する予定である」

とする企業の割合が36％と最も低い。

一方最も実現されている企業の割合が低

いのはシンガポールで40％であった。（図表

1-③）

▼▼▼▼現地人役員が存在する企業現地人役員が存在する企業現地人役員が存在する企業現地人役員が存在する企業

は全体のは全体のは全体のは全体の32323232％％％％

現地人材の役員が存在するのは全体の

32％にあたる245社。うち現地人材の役員が

2人以上存在するのは114社（15％）であった。

また現地人材の部長が存在するのは全体

の56％にあたる422社。うち現地人材の部長

が2人以上存在するのは254社（34％）であっ

た。

国別では、マレーシアで2人以上の役員が

存在する企業が全体の30％にのぼるのに

対し、シンガポールでは6％と低かった。また

タイ（10％）、香港（11％）、中国（12％）が次

いで低い。
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また、2人以上の現地人部長が存在する企

業の割合は、中国で最も高く53％。次いでマ

レーシア（48％）、インド（41％）が高かった。

一方タイでは2人以上の現地人部長が存在

する企業の割合も22％と最も低かった。

▼▼▼▼現地人幹部育成は現地人幹部育成は現地人幹部育成は現地人幹部育成は、相応の、相応の、相応の、相応の

時間をかけて時間をかけて時間をかけて時間をかけて

現地人材の役員、部長が存在する企業の

割合は、概ね進出時期に相関している。こ

のことから、進出からの時間の経過とともに

徐々に人材が育ち、上位の役職へと登用さ

れる場合が多いという実態が想像される。

詳しくは後述するが、マネージャークラス

の人材を中途採用（即戦力採用）することは

極めて一般的であるものの、部長や役員の

即戦力人材を採用し、組織に適合させること

は多くの企業が難しいと感じている。

マネージャーやアシスタントマネージャーに

期待されるのは、ナショナルスタッフに技術

や仕事の仕方を教えることが中心だが、部

長や役員になると、より高度な判断業務や

「管理職のマネジメント」など、全社（本社）の

方針や理念に対する充分な理解を一層求

められるようになる。外部人材市場から、そ

れが「できる」と確信できる人材を探すことが

簡単でないことは容易に想像できる。

かたや、図表1-③に見る通り、2015年以降

に進出した企業において「会長/社長」、「副

社長/役員」への登用が明らかに進んでいる。

これらの企業の「既存の幹部人材の確保方

法」では、「合弁パートナーの役員」「買収先

企業の役員」という回答がほとんどであった。

企業買収や合弁は、事業モデルや顧客基

盤とともに人材を確保する手立てにもなるこ

とは言うまでもない。

▼▼▼▼日本本社の役割と課題日本本社の役割と課題日本本社の役割と課題日本本社の役割と課題

従って、多くの企業がマネージャーやアシ

スタントマネージャークラスの人材を採用し、

その中で頭角を現す人材を幹部候補人材と

して育成している。

各国でのヒアリングを行なったところ、現存

する役員クラスの人材も、そのようにして７

～１０年程度の時間軸で登用されている

ケースが多かった。

先述した、部長や役員に必要なスキルは、

現地法人内のみで身に着けることは困難で

あり、結果、多くの企業が日本本社への派

遣によって訓練している。

この派遣は、「新たな能力開発機会とな

る」、「経営幹部候補としてアサインされたこ

とに対する誇り」という意味で本人のモチ

図表1-① 経営現地化の目標
（設問：将来どの職位まで現地人材を登⽤する予定ですか）

53.6％
(約54％が役員以上への
登用を計画)

(n=756)
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図表1-② 経営現地化の“現在地”
（設問：最高位の現地人材の役職）

ベーションを大いに高めることができる

一方、その効果は日本本社側の受入れ体

制、特に関係者の語学力や異文化理解に

強く依存する。それに対して、海外子会社か

らの帰任者に、各国から派遣される社員の

トレーニングを企画・運営させたり、日本在

住の外国人材（技術者）を本社のトレーナー

として新たに雇用するという対策を行なう事

例も見られた。

また、期間が数か月～3年程度と長いこと

から「母国を離れたくない」という人材にとっ

ては大きなストレスとなることもあるため、事

前、期間中に充分なコミュニケーションを取

ることが肝要である。

日本本社側の体制に関しては、そもそも部

長や役員など上位の職位に上がるにつれて

日本本社との接触頻度が増えるため、幹部

候補は必然的に「日本語ができる人材」とい

うことなる場合が多い。このことが「部長（役

員）候補」の数が充分でないことの大きな原

因となっているほか、現地優秀人材の意欲

を削ぐ場合も多い。

現地化が進まない原因として、「現地に社

長を任せられる優秀な人材はいるが、日本

本社側が必ずしも英語のできる人ばかりで

はないので日本人駐在員がいなければ連

携ができない。結局日本人駐在員を減らす

ことができないのは本社側の都合ではない

か」という辛辣な意見も聞かれた。

30.3％
(229社)

役員以上の現地人材が存在するのは全体の30％
「将来役員以上に登⽤したい」とする企業の57％

▲第１章のまとめと提言
・ アジア日系子会社の「経営現地化」は“道半ば”だが、着実に進んでいる

・マネージャークラスの優秀人材確保に注力すべき、相応の時間をかけて

GM（部長）、役員へと育成、登用

・現地幹部人材育成に欠かせない日本本社の国際化、「現地化」は「本社

の国際化」とセットで考える

役員以上の
現地人材が存在

(n=756)
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部⻑以上の現地人材が
存在する企業の割合

図表1-③ 最高位の現地人材
(進出時期別／製造業のみ)

(n=364)



図表1-⑤ 各社における現地人材幹部の数
（設問：現地人材の役員および部⻑の人数） (n=756)

<従業員数別> 現地人材役員と部⻑の数

従業員数100名未満 従業員数1,000名以上
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図表1-④ 経営現地化の“現在地”(国別)
（設問：最高位の現地人材の役職）

(n=756)

インド インドネシア シンガポール タイ ベトナム マレーシア 香港 中国 その他 平均

将来、現地人材を役員以上の職位に登

用する予定である　x)

56.8% 48.5% 49.5% 35.8% 56.5% 68.3% 47.0% 56.9% 50.0% 53.6%

現在、現地人材を役員以上の職位に登

用している   y)

29.7% 33.7% 19.6% 29.9% 33.3% 38.9% 21.7% 33.3% 50.0% 30.3%

現地化の進行状況 （ x/y )
52.4%52.4%52.4%52.4% 69.4%69.4%69.4%69.4% 39.6%39.6%39.6%39.6% 83.3%83.3%83.3%83.3% 59.0%59.0%59.0%59.0% 57.0%57.0%57.0%57.0% 46.2%46.2%46.2%46.2% 58.6%58.6%58.6%58.6% 100.0%100.0%100.0%100.0% 56.5%56.5%56.5%56.5%



〔トピックス①〕 適正な日本人駐在員の数は？
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海外子会社に派遣される日本人駐在員の

役割は、実に多様(マルチタスク)である。

現地の各部署には現地人材のマネージャー

やスタッフが存在するとは言え、社長や役員

として派遣された日本人駐在員の責任領域

が日本での仕事(多くの場合、派遣されるの

は生産や営業、経理などの専門家)とは比

べものにならないくらい広いということは言う

までもない。

実際には、子会社の規模や機能によって

複数の日本人駐在員が派遣されており(P.35

参照)、役割分担がなされているが、駐在員

数が増えるとそれは即ち経費(住宅や車両

など駐在に伴う各種負担や手当)が増えて

子会社経営を圧迫することになるため、

日本本社としては「駐在員の数はできるだけ

少なくしたい」ということになる。

一見同規模の拠点であったとしても、ビジ

ネスモデルや今後の計画・展望、マネジメン

トの陣容などによって各社の事情は異なる

ため、我々が日本でよく耳にする「駐在員は

何人くらいが妥当なのか？」という各社の問

題意識に正解を出すことは難しいが、今回

の調査回答をひとつの事実として、現地人

材幹部の陣容と併せて整理してみた。

従業員数30-99名/製造業 では・・・

役員(社⻑含む)；3.99人

駐在員
2.04人

現採邦人
1.27人

現地人材
0.58人

駐在員
1.56人

現採邦人
1.40人

現地人材
0.58人

駐在員
2.00人

現採邦人
0.22人

現地人材
2.37人

部⻑(ＧＭ)；4.67人

役員(社⻑含む)；3.62人 部⻑(ＧＭ)；2.54人

駐在員
1.24人

現地人材
1.20人

従業員数100-999名/製造業 では・・・

※第三国人材；0.10人 ※第三国人材；0.08人

※第三国人材；0.08人 ※現採邦人；0.08人
第三国人材；0.02人



〔トピックス②〕日本本社への研修派遣

管理職人材育成の方法として、「日本本社

に派遣して研修する」とした企業の割合は

36％。回答企業が異なるため一概には比較

できないが、1年前の調査時点（25％）から

その比率を高めている。

この比率は製造業で40％と非製造業

（33％）に比べてやや高いが、進出時期や

従業員数との間に相関はない。

ちなみに「日本から指導員を招いてＯＪＴに

よって育成する」とする企業は製造業のうち

23％。この比率は2010年以降に進出した企

業で37％と高く、進出年が古いほど低下して

いく。

特に、技術、品質分野でキーパーソンとな

る現地人材に対する指導で、比較的立上げ

から間もない企業で日本から送られるトレー

ナーへの依存度が高い。

【グラフ】 管理職人材育成の⼿段

【グラフ】 「日本本社への研修派遣を⾏なう」とする企業の割合（国別）

(n=756)

日本本社への

研修派遣を

行なう

(n=270)
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経営現地化を進める上では、まず経営幹部

やその候補となる現地人材を確保することから

始めなければならない。

第１章では、マネージャークラスの人材を採

用し、上位職へと育成、登用している企業が

第2章 幹部人材の確保

多いことを述べたが、実際には現存の幹部

人材をどのように確保したのか、また給与の

構成や昇給など、どのように処遇しているの

かについて詳しく探ってみた。

1. 管理職人材の採用

▼▼▼▼管理職人材の確保は、管理職人材の確保は、管理職人材の確保は、管理職人材の確保は、

現地の中途採用市場から現地の中途採用市場から現地の中途採用市場から現地の中途採用市場から

管理職人材確保の方針について、回答企

業の68％が、管理職確保は「即戦力となる

人材を採用する」とした。次いで「近い将来

候補となり得る人材を採用し育成する」とす

る企業が53％であった。（図表2-①）

両者間には重複があるが、全体の25％に

あたる189社では「即戦力となる人材を採用

(a、b、c／※図表2-①で青系の網掛けを施し

た)」のみが選択された。この189社に、進出

時期、規模などの偏りは特に認められな

かった。

データを見ると、「管理職人材の確保は、

“採用”と“育成”を並行して行なう」のが一般

的であるようだが、育成に要するマンパワー

や時間を考えると、多くの企業で「即戦力採

用」に依存せざるを得ないという事情が覗え

る。

また管理職の確保の中でも、中間管理職

（マネージャー）を上級管理職（ＧＭ）や経営

幹部へと育成することには各社が一様に苦

労していると感じた。日本本社に一定期間

派遣して上級管理職としての素養、経験を

養う例が多いが、その効果は日本本社側の

受入れ体制に依存し、特に語学力がネック

となるケースが多いこと、また結果として現

地で上級管理職や経営幹部へと昇進するに

は事実上日本語力が必須となり、それが現

地人材の意欲を削ぐことにつながる恐れが

あることは前章で述べた通りである。

▼▼▼▼中国、タイでは半数以上の企業が中国、タイでは半数以上の企業が中国、タイでは半数以上の企業が中国、タイでは半数以上の企業が

直近直近直近直近1年以内に管理職以上の募集年以内に管理職以上の募集年以内に管理職以上の募集年以内に管理職以上の募集

直近1年間で管理職以上の中途採用募集

を行なった企業は全体の40％にあたる299

社。（図表2-②）
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図表2-① 管理職人材確保の⽅法
（設問：管理職人材確保の⽅針、実施または予定しているもの全て）

図表2-② 直近1年間の管理職採用
（設問：直近1年間で⾏なった管理職、経営

幹部の採⽤について）

中国(55％)、タイ(51％)では半数を超え

る企業が募集を行なった一方、香港、シンガ

ポールでは少なかった。(図表2-③）

日本国内に比べて「管理職採用」を行なう

企業の割合が多い分、競合する企業が多い

ことには留意が必要と言えるが、そのことを、

採用の成否と、募集の際に「充分な数の候

補者が集まったか」という設問で検証してみ

た。

▼▼▼▼８割の企業が採用に成功、８割の企業が採用に成功、８割の企業が採用に成功、８割の企業が採用に成功、

しかし候補者の数はしかし候補者の数はしかし候補者の数はしかし候補者の数は

充分に集まらないことも充分に集まらないことも充分に集まらないことも充分に集まらないことも

直近1年間で管理職以上の中途採用募集

を行なった299社のうち、239社(80％)の企業

は「採用者を決定することができた」としてい

るが、そのうち「充分な数の候補者が集まり

採用者を決定することができた」とした

直近1年間で

管理職、

経営幹部の

採用を行なった

39.6％

(n=756)

(n=756)

11

インド インドネシア シンガポール タイ ベトナム マレーシア 香港 中国 その他 計

a) 即戦力の管理職となり得る人材を、現地国

内の人材市場から採用する

73.9% 65.3% 64.5% 73.1% 69.4% 73.0% 56.6% 70.6% 0.0% 68.3%68.3%68.3%68.3%

b) 即戦力の管理職となり得る人材を、日本の

人材市場から採用する

9.0% 7.9% 11.2% 11.9% 23.1% 12.7% 9.6% 21.6% 0.0% 13.0%13.0%13.0%13.0%

c) 即戦力の管理職となり得る人材を、第三国

の人材市場から採用する

5.4% 4.0% 3.7% 4.5% 8.3% 2.4% 2.4% 5.9% 0.0% 4.5%4.5%4.5%4.5%

d) 近い将来管理職となり得る候補人材を、現

地国内の人材市場から採用し、自社で育成す

る

57.7% 54.5% 51.4% 55.2% 49.1% 60.3% 39.8% 47.1% 0.0% 52.5%52.5%52.5%52.5%

e) 近い将来管理職となり得る候補人材を、日

本の人材市場から採用し、自社で育成する

2.7% 2.0% 6.5% 3.0% 1.9% 3.2% 2.4% 3.9% 0.0% 3.2%3.2%3.2%3.2%

f) 近い将来管理職となり得る候補人材を、第

三国の人材市場から採用し、自社で育成する

0.9% 1.0% 3.7% 1.5% 0.9% 2.4% 1.2% 0.0% 0.0% 1.6%1.6%1.6%1.6%

g) 特に新たな採用は行なわず、既存の従業員

を育成する

16.2% 13.9% 13.1% 14.9% 13.0% 14.3% 20.5% 17.6% 50.0% 15.2%15.2%15.2%15.2%

h) 外部からの採用と並行して既存の従業員を

育成する

26.1% 49.5% 27.1% 34.3% 23.1% 53.2% 32.5% 35.3% 0.0% 35.4%35.4%35.4%35.4%

i) 採用、育成と並行して他国の子会社からの

出向・転籍により確保する

0.9% 3.0% 2.8% 0.0% 1.9% 3.2% 3.6% 3.9% 0.0% 2.4%2.4%2.4%2.4%

j) 他国の子会社からの出向・転籍によっての

み確保する

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.9% 0.0% 0.3%0.3%0.3%0.3%

k) 現地人材の管理職(およびその候補)人材を

必要としていない

2.7% 1.0% 5.6% 6.0% 1.9% 1.6% 4.8% 0.0% 50.0% 3.0%3.0%3.0%3.0%



図表2-③ 直近1年間の管理職採用(国別)
（設問：直近1年間で⾏なった管理職、経営

幹部の採⽤について）

のは126社(42％)であった。

残り113社(38％)は「充分な数の候補者か

らの応募はなかった」としている。

1年以内に管理職採用を行なった企業に

関しては、国別では、マレーシアで「充分な

候補者が集まらず～」とした企業が66％と高

く、他国に比べて候補者集めに苦戦してい

る様子が覗えた。次いでシンガポールが

56％と高い。（図表2-④）

業種別で「充分な数の候補者が集まらな

かった」とした企業の割合が高いのは「ＩＴ/ソ

フトウェア開発」（69％）、「製造業（化学/繊

維/紙/金属 等）」（64％）、「商社」（64％）、

「建設/建築/不動産」（61％）。中でも「建設/

建築/不動産」では、「充分な数の候補者か

らの応募がなく、採用者を決定することが

図表2-④ 直近1年間の管理職採用(国別)
（設問：直近1年間で⾏なった管理職、経営幹部の採⽤について、その応募状況）

図表2-⑤ 直近1年間の管理職採用(業種別)

(n=756)
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(n=299)

候補者不充

分、採用できた

候補者不充

分、採用できず

計計計計（（（（候補者候補者候補者候補者

不十分不十分不十分不十分））））

製造業(機械/輸送機/電気電子 等) 38.5% 19.5% 57.9%57.9%57.9%57.9%

製造業(化学/繊維/紙/金属 等) 44.0% 20.2% 64.3%64.3%64.3%64.3%

製造業(食品/化粧品/医薬品 等) 41.7% 12.5% 54.2%54.2%54.2%54.2%

製造業(その他) 36.1% 19.7% 55.7%55.7%55.7%55.7%

ＩＴ/ソフトウェア開発 41.0% 28.2% 69.2%69.2%69.2%69.2%

建設/建築/不動産業 25.6% 34.9% 60.5%60.5%60.5%60.5%

運輸/物流業 36.2% 21.3% 57.4%57.4%57.4%57.4%

商社 31.4% 32.2% 63.6%63.6%63.6%63.6%

小売/飲食/サービス業 28.3% 26.7% 55.0%55.0%55.0%55.0%

金融 35.3% 23.5% 58.8%58.8%58.8%58.8%

その他 37.5% 25.0% 62.5%62.5%62.5%62.5%

全体 36.1% 23.9% 60.1%60.1%60.1%60.1%

(n=299)

インド インドネシアシンガポール タイ ベトナム マレーシア 香港 中国 その他 平均

充分な数の候補者からの応募はなかっ

たが、採用者を決定することができた

22.2% 30.2% 52.0% 32.4% 38.6% 58.6% 25.0% 35.7% 0.0% 37.8%

充分な数の候補者からの応募がなく、採

用者を決定することができなかった

9.3% 9.3% 4.0% 20.6% 15.9% 6.9% 8.3% 17.9% 0.0% 11.4%

計（充分な数の応募なし） 31 .5%31 .5%31 .5%31 .5% 39 .5%39 .5%39 .5%39 .5% 56 .0%56 .0%56 .0%56 .0% 52 .9%52 .9%52 .9%52 .9% 54 .5%54 .5%54 .5%54 .5% 65 .5%65 .5%65 .5%65 .5% 33 .3%33 .3%33 .3%33 .3% 53 .6%53 .6%53 .6%53 .6% 0 .0%0 .0%0 .0%0 .0% 49 .2%49 .2%49 .2%49 .2%



図表2-⑥ 採用失敗の理由
（設問：採⽤がうまくいかなかった場合の詳細、

あてはまるもの全て）

できなかった」企業の割合が最も高く、各国

の建設プロジェクトの増加に伴う人材不足が

顕著である。（図表2-⑤）

▼▼▼▼採用がうまくいかない原因は採用がうまくいかない原因は採用がうまくいかない原因は採用がうまくいかない原因は

「条件が折合わない」「条件が折合わない」「条件が折合わない」「条件が折合わない」

前述の299社のうち、「採用者を決定するこ

とができなかった」60社では、その理由の大

半が「採用したい人材はいたが条件面で折

り合わなかった」であった。(図表2-⑥）

なお、「条件面で折り合わなかった」とする企

業の昇給率や給与の変動費率などは、それ

以外の企業群との間に目に見える違いはな

かった。

前述した通り、優秀人材の募集では充分

な数の候補者が集まらないことが多く、「た

だ1人の候補者を絶対評価で合否判定す

る」というケースも珍しいことではない。その

際に適切に給与条件を提示するためには、

予め「何を任せられる人材にいくらの給与を

支払うか」という基準が必要である。

すなわち、職務や職能をもとにした適切な

「給与テーブル」を予め定めてから採用活動

に着手することで「採用の確からしさ」を高め

ることができるということである。現地での取

材の場で、実際に目にすることができたのだ

が、この給与テーブルは、「職能等級型」の

人事管理で用いられるものをイメージすれ

ばよい。日本企業にとっては充分に馴染み

の深いものであるが、現地人材のスキルレ

ベルや賃金相場などを経験的に熟知してい

なければ適切なテーブルを作ることはできな

い。そのためには、有能な人事マネージャー

（現地人材）を採用するのが先決である。

（現に、ヒアリングを行なった企業では新工

場立ち上げと同時に、日系企業での勤務経

験も有する経験豊富な人材をダイレクターと

して採用していた。）

一方、インドやベトナム、インドネシアでは、

「入社したが期待していた能力が備わってお

らず退職した（または活躍していない）」と

回答した企業の割合が高く、選考段階での

能力や適性の見極めが難しい。

一概には言い切れないが、「本音を言わな

い」、「どんな仕事でも『できる』と言う」など、

各国人材それぞれの気質についてはよく理

解して臨む必要があろう。

また、これらの国々は域内でも比較的給与

上昇が著しく、転職時にも10～30％の給与

アップを前提に考えている人材が多いため、

採用企業側では「支払った給与の割に」とい

う不足感を感じていることが回答に現れてい

るとも考えられる。

ちなみに、ある企業では一緒に働くことに

なるスタッフを複数名面接に同席させ、「一

緒にはたらいていけそうか」を議論した上で

合否を決定している。その企業では、そのよ

うに採用した人材が一人も辞めていないと

いう。

定着性を担保するため書類選考時点で

「転職回数」によって機械的に合否を判定し

ている企業は多いが、日本に比べて特に

(n=60)
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20～30代の転職回数が多いアジアの国々

ではいたずらに候補者数を減らしてしまいか

ねない点には注意が必要である。

また中国では「採用したい人材はいたが、

自社の選考期間中（採用内定前）に辞退し

た」とした企業が多く、選考意思決定の速度

が重要であることがわかる。

▼▼▼▼採用募集は日系人材会社採用募集は日系人材会社採用募集は日系人材会社採用募集は日系人材会社を中心にを中心にを中心にを中心に

コア人材採用に際しては、全体の76％に

あたる577社が、「登録型の人材紹介会社

（日系）」を利用している。（図表2-⑦）

各国とも概ね70％を超える企業が日系人

材会社を利用しており、特に中国（84％）と

シンガポール（81％）で高い。

次いで、インド、マレーシアでは現地系の

登録型人材紹介会社を利用している企業の

割合が多いが、専門性が高く、日本語がで

きる人材を採用する際には日系人材会社を

使うというような“使い分け”を行なうのが一

般的である。

それ以外の募集策としては「従業員や取

引先、知人の紹介」によってコア人材を採用

している企業がインドネシア（57％）、ベトナ

ム（52％）、中国（51％）で高い。

この方法は、コストがかからない、紹介さ

れる人材が優秀であることが多い（優秀社

員の知人には優秀な人材がいる）などメリッ

トが大きく、それ故に知人を紹介してくれた

従業員に高額な報奨金を支給することで動

機付けを行なっている企業もある。

ただし、特定の従業員からの紹介者に

偏ってしまうと、後々組織に大きな影響を及

ぼす派閥のようなものができてしまう可能性

がある点については留意が必要である。

また全体としては7％の企業にしか用いら

れていないが、ベトナム（19％）、インドネシ

ア（11％）ではＳＮＳを用いた募集活動が他

国に比べて進んでいるようである。

ＳＮＳを用いた採用活動は、一般的に「ダ

イレクトリクルーティング」と呼ばれる通り、

図表2-⑦ 管理職採用のチャネル
（設問：採⽤を⾏なう場合の⽅法、実施または

予定しているもの全て）

＜参考＞各国のFacebook利用率

(出典) アジア各国の最新Facebook利⽤者数【2016年2⽉版】
（株式会社メンバーズ HP）
http://blog.members.co.jp/article/19645

100％
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優秀人材と直接“つながる”ことができる点

が大きなメリットであるが、その分だけ手間

と時間、そして、つながり、魅力付けを行なう

ためのスキルやリテラシーがなければ効果

は上がらない。

もう一つ、ＳＮＳによる採用を行なう上で重

要なことは、実態としての人との「繋がり」を

増やしていくことである。

取引先等との仕事の延長線上での付き合

い、日本人会等の付き合いなどによって人と

の繋がりが増えていけばいくほど、ＳＮＳ上

でのネットワークも拡がっていく可能性が高

くなる。

いずれにせよ、日本に比べてＳＮＳ利用率

が大幅に高いシンガポールやベトナムなど

の現地企業に対し、日系企業の対応が遅れ

ている点は自覚すべきかも知れない。

一方、前章で述べた「経営現地化」との関

連性について検証してみたところ、現地人材

の役員が存在する企業と、不在の企業との

間に、「ヘッドハンティング会社を利用する」

とする企業の割合で大きな格差が見られた。

図表2-⑦に表した通り、経営幹部や管理

職採用でヘッドハンティング会社を利用する

のは19％であるが、現地人材の役員が存在

する企業に限れば29％までその比率が高ま

る。

各社の既存の役員の中に、ヘッドハンティ

ング会社を用いて採用された人材かどの程

度存在するかは判らないが、これらの企業

は比較的即戦力性の高い「幹部人材」を外

部から採用しようという姿勢をもっていると

考えられる。

またヘッドハンティング会社を利用するた

めには、その他のチャネルに比べて高い費

用がかかるほか、より採用要件を具体的に

定義することなどが求められるため、幹部人

材採用を比較的重要視し、募集・採用にエ

ネルギーを費やしていることが覗える。

最後に「管理職人材確保の方針」に話を戻

すと、13％の企業が「即戦力の管理職となり

得る人材を日本で採用する」としていること

は注目に値する。（図表2-①）

実際に当社が日本国内で受託する求人は

近年増加の一途である。国内の大学を卒業

した後に日本の大学（院）で学び、卒業（修

了）と同時に日本企業に就職をして５～10年

の勤務経験を有する30代中盤の人材は、概

ね基礎学力が高い上、日本語力はもちろん

日本企業の風土や文化に対する適応性が

半ば保証された存在として日本国内の中途

採用市場でも一層注目されている。

中には、近い将来「転籍（現地採用）」を許

容した上で母国に帰国したいと願う人材が

存在し、それらの人材を「母国現地法人へ

の転籍を前提とする有期雇用契約」であるこ

とを明示して募集、採用するのである。日本

での半年から２～３年の勤務の後にマネー

ジャーからGMとして母国現地法人に転籍さ

せるという事例を何社も目にしてきた。
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〔トピックス③〕現地採用邦人の活用

現地人材を役員や部長に登用している企

業の割合は国や進出年などによってバラつ

きがあるが、現地子会社の最高幹部につい

ては8割を超える企業が「日本人である」とし

ている。そのほとんどは日本本社からの出

向者、いわゆる「駐在員」であるが、全体の

5％にあたる企業では「現地採用した日本人

である」としている。

この、現地採用邦人が最高幹部を務める

とする企業の割合は国別でややバラつきが

あり、最も高いベトナムでは9％、次いで中

国の8％が高い一方、マレーシア、インド（と

もに2％）では低い。低い理由は両国で異な

り、インドでは採用市場に日本人が少ないこ

と、マレーシアでは比較的日本語や中国語

も操るマルチリンガル人材が多いことに拠る。

ちなみに、マレーシアでは「駐在員」が最高

幹部を務める企業が87％と国別で最も高い。

アジア各国の転職（採用）市場に現れる日

本人求職者は、各国に根差して就労、生活

していることから現地の市場や風習に詳しく、

特にタイやインドネシアなど英語を公用しな

い国では言語、即ちナショナルスタッフとの

コミュニケーションの面でも重宝される。現

地人材同様、やや定着性などを不安視する

向きはあるものの、駐在員にかかる様々な

コストが必要ないことなどメリットは大きい。

外務省のデータによるとアジアの日本人

「永住者」の数は2010年から2015年までの5

年間でおよそ1.3倍に増えているが、国ごと

には大きなバラつきがある。

＜参考＞各社の現地最高幹部

インドでは在留邦人が本社からの出向者

（駐在員）として要職に就いている割合が高

く現地採用の転職市場に現れることが少な

いということが、他国に比べて現地雇用の日

本人が最高幹部を務める企業の割合が低

い原因であると考えられる。

反対に、ベトナムでは食生活や気候など生

活環境が比較的日本と似ている点や、ロー

コストで起業できることなどから定住を希望

する人は多く、日本人が現地採用市場に現

れることが多い。そのため、子会社の幹部と

して在留邦人が起用されているケースが増

えている。
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▼▼▼▼人事制度は“日本流”をもとに改良人事制度は“日本流”をもとに改良人事制度は“日本流”をもとに改良人事制度は“日本流”をもとに改良

現地の人事制度は「現地の特性に応じて

独自で設計した(日本本社とも他国法人とも

異なる)」が主流で、全体の43％。「日本本社

の制度をもとに現地流に変更」と合わせると

全体の75％を占める。（図表2-⑧）

各国でヒアリングを行なったところ、給与の

構成は、おおむね次の通りである。

①基本給

②固定賞与

③変動賞与

④手当

基本給の根拠は「職能」とする企業が42％

と、「職務」とする企業(23％)を大きく上回っ

た。（図表2-⑨）

中には「職能」と「職務」の両方の考え方を

取り入れている企業もあったが、運用の実

態としては「職能型」をベースに役割給を付

加しているというものであった。

また固定賞与は国によっては「当然のも

の」とみなされており、全体の71％の企業が

支給している。

▼▼▼▼約半数の企業で「変動給なし」約半数の企業で「変動給なし」約半数の企業で「変動給なし」約半数の企業で「変動給なし」

毎年の給与上昇が当然と考えられがちな

アジア諸国ではあるが、昨今では成長の鈍

化や不景気に伴い固定給を上げることに対

する日系各社の躊躇が感じられるようになっ

た。「一度上げたら下げることが難しいので、

従業員の成果にはできるだけ業績給（変動

給）で報いるようにしたい」という声を多くの

企業で聞いた。

しかし全体として見ると、現時点では49％

の企業が「給与は固定給のみで、業績や評

価に応じた変動給は支給していない」と答え

ている。一方、「業績や評価に応じて20％以

上の変動給を支給」している企業は全体の

２割未満（19％）である。（図表2-⑩）

2. 人事制度と処遇

図表2-⑧ 人事制度設計の基準

(n=756)

図表2-⑨ 基本給(ベースサラリー)の根拠

(n=756)

70.8％

※固定賞与(雇⽤契約で保証)を支給

17



この傾向は国によって異なり、中国では

「固定給のみ」とする企業は33％で「20％以

上」の変動給を支払う企業が39％ある。また

シンガポールでも「固定給のみ」が44％、

「20％以上」が26％となっている。

前述した通り、給与条件は人材確保の重

要な要素であり、限られた給与原資の中か

ら優秀な人材や高い成果を上げる人材によ

り高い給与を配分するため、変動給をいか

に有効に運用するかが各国の日系企業の

課題となっている。

▼▼▼▼目標管理システム目標管理システム目標管理システム目標管理システムによるによるによるによる人事管理人事管理人事管理人事管理

基本給の改定は「年１回の評価に基く」と

する企業が全体の84％。タイ、ベトナムでは

「半期ごとの評価に基き見直す」とする企業

がそれぞれ10％、9％存在した。流動性の激

しい人材市場の中で、優秀人材の繋ぎ留め

のためのひとつの工夫であると考えられる。

（図表2-⑪）

「年１回の評価」は、目標管理システムに

基いて行なわれるケースが多く、年1回の考

課面談のほか、期中にも目標管理シートを

もとにした面談が行われ、現状の評価や課

題、期待などについてコミュニケーションが

図られている。

こういった目標管理システムの運用は中

間管理職人材の育成においても有効で、部

下評価の採点基準や、部下の課題を明確

化して指摘することなどについて指導が行

われている。

▼▼▼▼昇給はインドで「昇給はインドで「昇給はインドで「昇給はインドで「10％以上」％以上」％以上」％以上」

物価上昇が続く新興国において、給与の

上昇もまた当然のこととして現地従業員に

は受け止められている。部長級人材の昨年

度昇給実績は、回答企業の実に91％にあた

る687社が昇給を行なっているが、昇給幅は

国によって異なる。

図表2-⑩ 変動給の割合
（設問：報酬の構成、部⻑級の社員が実現し

得る範囲で最も高い成果を上げた場合）

＜国別比較＞
20％以上変動する可能性があるとする企業の割合

(n=756)
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まずインドでは「平均10％以上程度で行

なった」とする企業が全体の48％と最も多く、

「5～10％未満程度」が38％で続いた。「5～

10％未満程度」の昇給を行なったとする企

業が最も多かったのは、中国（73％）、インド

ネシア（52％）、マレーシア（50％）、ベトナム

（48％）。また「5％未満程度」が最も多かっ

たのはシンガポール（79％）、香港（64％）、

タイ（57％）であった。

※P.33「各国の昇給実績」参照

▼▼▼▼福利厚生は福利厚生は福利厚生は福利厚生は

現地事情に応じて過不足なく現地事情に応じて過不足なく現地事情に応じて過不足なく現地事情に応じて過不足なく

最後に、手当や福利厚生には企業によっ

て多少ばらつきがある。最も多くの企業が導

入しているのは健康保険(75％)と社内イベ

ント(61％)。

健康保険は付保範囲に大きなばらつきが

あり、企業によっては役職者に対してその家

族におよぶまで全ての医療費負担を補填し

ている例も見られた。

また、社内イベントは職場に家族的繋がり

を求めがちな現地人材に対して有効な定着

促進策であることは広く知られている。

※P.34「各社の手当と福利厚生」参照

一方、それら多くの福利厚生は衛生要因

（ないと不満足につながる。あっても満足感

につながるわけではない。）としての色合い

が濃い。限られた予算をどのように手当や

福利厚生に充てて従業員の満足度を高める

かということを現地人管理職に権限を与えて

立案・決定させているという企業もあった。

日本人の感覚で「良かれ」と思って次々と

アイテムを増やしても、受け手（現地人材）

側にとってはやがて「それが当然」という意

識で有難みが薄れていくことも多いという。

真に現地人材の意欲や愛着を高める効果

的な福利厚生は何なのか、それを知ってい

るのは日本人駐在員よりもむしろ現地の管

理職であるというのは自然なことである。

図表2-⑪ 給与改定の頻度
（設問：固定給に⾒直し・昇給の時期について）

図表2-⑫ 直近の昇給実績（部⻑級）
（設問：前回の給与改定での昇給実績について）

＜国別比較＞ 5％以上昇給した企業の割合

(n=756)

(n=756)
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はどのような実績を上げ、どのようなスキル

を身に着ける必要があるかを本人に対する

期待と共に折に触れて伝えることが有効で

ある。また実例があればより具体的なイメー

ジとしてそれが伝わる。

またそこに至る過程で、本人の能力開発を

いかに会社が支援できるかを伝えることも

重要であるが、真に有益なプログラムを実

施するためには日本本社側のインフラ整備

が欠かせないということを繰り返しておく。

3）余裕をもった人員配置）余裕をもった人員配置）余裕をもった人員配置）余裕をもった人員配置

日本本社側で素晴らしい教育研修プログ

ラムを用意し、本人を日本へと研修派遣した

くても、研修期間中の本人不在が現地の事

業運営に痛手となることも事実である。

本人の抜けた穴が、次の優秀人材を抜擢・

育成する機会として機能するよう、常に「後

任候補」となる優秀人材を確保・育成し続け

る必要がある。

また、優秀人材を多めに確保しておくこと

で、コア人材の急な退職にも慌てずに対応

することができる。事業や実務の中核を担っ

てきたような社員の代わりとなるような人材

は、（退職日までという）限られた日数で採

用できるものではなく、期日優先で妥協した

人選を行なうと実務や組織に悪影響を及ぼ

すことになる。

4）成果や貢献に見合った報酬）成果や貢献に見合った報酬）成果や貢献に見合った報酬）成果や貢献に見合った報酬

各社を回って感じることは、管理職や経営

幹部クラスの人材は必ずしも給与の高低だ

けで退職（転職）したりはしない。しかし、成

果に対してより高い報酬を求めない人はお

らず、限られた給与原資をいかに効果的に

配分するかは重要な課題である。

現地においては、参考情報として周辺企

業の報酬体系や水準に対する情報収集が

重要であると同時に、評価基準を明確にし

て報酬（賞与や昇給）に対する納得感を高

めるような、目標管理の運用レベルの向上

が求められる。

▼▼▼▼幹部候補人材のリテンション幹部候補人材のリテンション幹部候補人材のリテンション幹部候補人材のリテンション

「管理職として即戦力となる人材を外部か

ら採用する」ことが多くの日系企業で行われ

ているとは言え、役員や上級管理職クラス

の人材をいきなり外部から採用して成功して

いるケースは多くない。すなわち、マネー

ジャークラスの人材を採用し、成果を出させ

た上で長く繋ぎ留め、経営幹部として登用す

ることを7～10年程度のスパンで考えること

が、先に述べた各社の実態からも現実的で

はないか。

取材を行なった各社において、幹部候補

人材のリテンションに欠かせない要素は以

下の3点である。

1）「期待値」の明示と「明確な評価」に）「期待値」の明示と「明確な評価」に）「期待値」の明示と「明確な評価」に）「期待値」の明示と「明確な評価」に

よるフィードバックよるフィードバックよるフィードバックよるフィードバック

アジアの多くの日系子会社では、コア人材

に対して目標管理システムによる人事マネ

ジメントを行なっている。期初に設定した目

標をもとに、自己評価、直属の上司による一

次評価、全体的な調整、報酬（賞与や昇給）

の算定という一連の流れである。

運用によっては、予め固定された個々の

「印象点」を形式的に事後確認するだけの

ツールになってしまう恐れはあるものの、評

価やフィードバックの過程でそれに携わる現

地人管理職に対する訓練（目標設定や部下

指導、フィードバックの技術）や、評価基準を

語り合うことによる「価値観の擦り合わせ」の

機会にもなるため丁寧に行ないたい。

2）キャリアパスや能力開発機会に関する）キャリアパスや能力開発機会に関する）キャリアパスや能力開発機会に関する）キャリアパスや能力開発機会に関する

実例の明示実例の明示実例の明示実例の明示

「キャリアパス（の明示）」はもはや「コア人

材のリテンション」とセットのように並べられ

るキーワードであるが、「キャリアパス」は決

して予め約束できるものではないため、真に

本人が魅力に感じるレベルでそれを語るこ

とは難しい。

自社内やグループ内（本社や他国法人）に

どのようなポストがあり、そこに就くために
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本調査では、アジアの日系各社における

報酬制度を、基本給の根拠や見直しの方

法・時期、また業績賞与などの変動給、各種

手当などの切り口で詳らかにした。

現地では、永く運用されてきた日本本社の

給与システムをベースにしながら、各国、各

社が様々な意図のもと、部分的に修正して

「現地版」の制度を作っている様子を見聞き

することができた。

ここでわれわれが注目したいのは、各社が

議論と検討を重ねて作り上げてきた報酬制

度が、管理職などコア人材の確保（採用・育

成・活用・定着化）の面で、他社の制度に比

べて競争力があるかについて、各社が「どう

感じているか」である。

まず、「充分に」と「やや」を加えて「競争力

がある」とした企業の割合は34％、同様に

「ない」としたのは「45％」で、やや「ない」が

上回った。この傾向は外資系企業との人材

獲得競争が熾烈なシンガポール、マレーシ

ア、香港で強い。

「競争力がある」とした企業は、その理由を

「年齢・社歴に関係ない弾力的な運用ができ

る」、「役割や評価に透明性がある」、「成果・

評価に応じた魅力的な報酬が支払われる」

ことであるとしている。

〔トピックス④〕 「御社の報酬制度は魅⼒的？」
〜 魅⼒付けのポイントは「透明性」と「脱・年功」 〜

▲第2章のまとめと提言
・ 管理職採用では、充分な数の候補者が集まらない。「経験・スキル」と「給

与条件」を絶対評価で適切に判定するための「採用基準」が不可欠。

・そのため、現地の人材市場を熟知した「人事マネージャー」が必要。本社は

充分な権限を委譲。

・人事管理は「目標管理」。日本で培った運用を現地でも丁寧に根気強く行なう。

・成果や評価に伴う報酬の「メリハリ」が課題。評価基準の明確化と周辺企業

の報酬水準把握が定着性のカギ。

・幹部候補となるような優秀な人材は“多め”に確保することが「好循環」を産む。

〔設問〕 ⾃社の人事制度・報酬体系は、
外部の優秀人材を採用する
上で競争⼒があるか？

一方、「競争力がない」とした企業は、反対

にその理由を「透明性がない」、「成果に応じ

た報酬が支払われない」、「年功序列で硬直

的な給与」としている。

(n=756)
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取材を行なった各社においても、「いかに

評価に応じて報酬にメリハリをつけるか」、

「いかに公正で透明性のある評価を行なう

か」に頭を悩ませていた。

「充分な競争力がある」とした40社の給与

体系を見てみると、現に業績・評価に応じて

変動給を支給する企業の割合が高く、「メリ

ハリ」がある報酬制度が必要である(と各社

が考えている)ことが判るが、一方で、それを

公正・円滑に行なう「運用」こそが重要なの

であり、各社の課題になっていると感じた。

具体的には、多くの企業が行なっている目

標管理システム(MBO)の運用の留意点は以

下の通りである。

・求める成果に対する正確な理解

・評価基準、価値観の統一

・納得感のあるフィードバックを行う

ためのスキルと日常の対話

特に日本人駐在員と「中間考課者」(現地

人マネージャーを評価する現地人ＧＭなど)

との価値観を擦り合わせることに、各社は相

当な時間を要している。

「「「「競争力競争力競争力競争力があるがあるがあるがある」」」」とするとするとするとする理由理由理由理由 構成比

a) 役割や評価、報酬に透明性がある 39.6%

b) 年齢や社歴に関係なく弾力的な運用ができる 45.8%

c) 成果、評価に応じた魅力的な報酬が支払われる 35.8%

d) 能力や実績に応じて機会、ポストが用意されている 25.0%

e) 長期的な就業が報われる 16.5%

f) 処遇に安定性がある 18.5%

g) 福利厚生が充実している 19.6%

h) 研修など能力開発機会に恵まれている 9.2%

i) 日本本社や他国法人での活躍の機会が開かれている 8.8%

j) その他 8.1%

ｎ=260　（複数回答あり） 100.0%

「「「「競争力競争力競争力競争力がないがないがないがない」」」」とするとするとするとする理由理由理由理由 構成比

a) 役割や評価、報酬に透明性がない 38.1%

b) 年功序列で硬直性が強く弾力的運用ができない 31.3%

c) 成果、評価に応じた魅力的な報酬が支払われない 35.7%

d) 能力や実績に応じて機会、ポストが用意されていない 22.1%

e) 長期的な就業が報われない 15.0%

f) 処遇に安定性がない 16.2%

g) 福利厚生が充実していない 13.6%

h) 研修など能力開発機会に恵まれてない 11.8%

i) 日本本社や他国法人での活躍の機会が開かれていない 7.7%

j) その他 5.3%

ｎ=339　（複数回答あり） 100.0%

〔設問〕 競争⼒が「ある」、「ない」の理由は？

＜分析＞「充分な競争⼒がある」とする会社は業績・評価によって給与にメリハリ
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インド インド
ネシア

シンガ
ポール タイ

ベトナム マレー
シア 香港 中国

＜国別⽐較＞⾃社の制度の競争⼒を問題視しているのはシンガポール、マレーシア

＜分析＞「充分な競争⼒がある」とする会社は
「採用はうまくいった」が多い

45％ 29％

「充分な競争⼒がある」
(n=40)

全体(n=756)

これら、制度の設計や運用レベルの向上

は、現地子会社だけで進めようとしても難し

いことがあり、取材を行なった企業の中でも

考課者訓練の実施やマニュアルの提供など

で、日本本社からの支援を受けている企業

は少なくなかった。

最後に、「充分な競争力がある」とした企業

では、管理職採用が「うまくいった」企業の割

合が高かった。

採用の成功によって自社の制度やその運

用に自信をもった結果、「充分に競争力があ

る」と回答している側面もあるだろう。
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進出先国や拠点数が増えていくと、当然の

ことながらそれぞれの国や拠点の中で、人

材確保面にバラ付きが生じる。

ある国では採用することができる水準の人

材が、別の国では採れない、またある国で

は社員の育成や定着が進んでいるが別の

国では人がなかなか育たない、といった具

合にである。

それに対して、ある拠点で活躍する人材を、

別の拠点に異動させてその拠点の人材不

足を補ったり、新拠点の立ち上げに伴い既

存の拠点から管理職人材を異動させること、

また比較的外部人材市場の充実した国で他

国の幹部候補人材の募集を行なおうとする

ことは一見合理的なことである。

では、果たしてそのような人材戦略は、ア

ジアに進出する日本企業においてどの程度

進んでいるのでいるのだろうか。

第3章 幹部人材の活用・育成
〜 国際間異動の観点から

図表3-① 人材の国際間異動
（設問：人材の国際間異動は、コア人材確保を

促進する上で有効か）

この127社が国際間異動を促進するため

に行なっていることは、「社内規程の整備」

（47％）に加えて「対象となる人材の選定

（データベース化）」（40％）を行なっている。

また一方で、33％にあたる企業では「国際

間異動の意欲や適性を有する人材の確保」

にも動いていることが判った。（図表3-②）

(n=756)
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▼▼▼▼人材の国際間異動、人材の国際間異動、人材の国際間異動、人材の国際間異動、

17％の企業が「積極的」％の企業が「積極的」％の企業が「積極的」％の企業が「積極的」

全体のおよそ50％にあたる374社の企業

が、「管理職やコア人材の確保を行なう上で

人材の国際間異動が有効である」と回答し

た。しかし、そのうち3分の2にあたる247社

は、「有効だが実現は難しい」としており、積

極的に国際間異動を行なうと回答したのは

全体の17％（127社）であった。（図表3-①）



日本国内でも「若者の内向き化」や、「管

理職層の海外転勤忌避」などが取り沙汰さ

れることは多いが、アジア各国においても同

様の傾向はあり、「母国を離れたくない」とい

う気持ちはむしろ日本人より頑なであるとも

言える。そんな中で、たまたま長く活躍してく

れているから、高い成果を上げたから、とい

う理由で一方的に「グローバル（リージョナ

ル）人材」と位置付けて国際間異動をさせよ

うとしても本人の気持ちがそれに付いてこな

いことは多い。

将来国境を越えてグローバルに活躍した

いと願う人材はある意味特別な存在なので

あり、そういう人材を確保するためには現状

の採用や育成の延長線上にない特別な方

法が必要である、という前提が上記の30％

の企業にはあるのではないだろうか。

具体的には域内の優秀大学に集う留学生

を対象とした採用活動や、そのように採用し

た人材をトレーニーとして日本や他国に派

遣することであるが、一方でそれらの人材は

キャリアパスや能力開発に高い意識・意欲

をもっており、職務や権限、責任の範囲が比

較的あいまいな日本企業を敬遠する傾向も

あるため注意が必要である。

図表3-② 人材の国際間異動に積極的な企業が⾏なっていること
（設問：人材の国際間異動を促進するための施策／実施・検討していることを全て）

(n=127)

▼▼▼▼人事制度のグローバル統一も、人事制度のグローバル統一も、人事制度のグローバル統一も、人事制度のグローバル統一も、

国際間異動を加速するため国際間異動を加速するため国際間異動を加速するため国際間異動を加速するため

人材の国際間異動を促進する上で、人事

制度をあらかじめ統一することも優先順位

の高い対策であると考えられているようだが、

「今後、日本本社や他国現地法人と共通の

人事制度が導入される予定である」、「～導

入を検討する可能性がある」とする企業（計

177社／23％）では、確かに「人材の国際間

異動によって最適な人員配置を行なう」こと

を目的に人事制度の統一が行われているよ

うである。

この177社の「グローバル人事制度導入・

検討の理由」では、「国際間異動による人員

の最適配置」が37％と最も多く、次いで「従

業員のモチベーションを高めることができる」

（20％）、「人材の育成機会を創ることができ

る」（15％）という理由であった。（図表3-③）

グローバル人事制度導入の検討、計画は

日本本社や地域統括会社で行うのが一般

的であり、各現地子会社がどこまで主体性

をもってそれに取組んでいるか、どこまで本

社や地域統括会社の意向が伝達されてい

るかなどは不透明だが、「優秀な人材は国

境を越えて活用する」、「国際間異動の機会

を与えて意欲、能力を高める」ためのインフ
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ラ作りの検討が、全体の23％の企業で始

まっているというのはひとつの事実である。

▼▼▼▼グローバル人事制度制定の効果グローバル人事制度制定の効果グローバル人事制度制定の効果グローバル人事制度制定の効果

既に「日本本社や他国法人と共通の人事

制度を導入している」とした178社では、その

44％にあたる78社が「効果はまだわからな

い」としているものの、「効果がある（効果が

弊害を上回る）」とした企業が34社（19％）

あったほか、「今後導入の効果が期待でき

る」とした企業が29社（16％）あった。（図表

3-④）

これらの企業では、実際に国際間異動や、

自国の管理職候補を日本や第3国で採用す

るような活動が比較的進んでいる。

「自社の管理職・コア人材の中に、日本で

採用され、転籍した現地人材（および第3国

人材）がいる」とする企業の割合、また、「将

来自社に転籍することを前提に採用された

人材が日本（および第3国）にいる」とする企

業の割合が全体に比べて高くなっているの

である。

このことから、実際に人事制度のインフラ

を用いて国際間異動が行われていることが

判るほか、コア人材採用（特に日本語人材）

確保に苦戦を強いられているアジアの日系

現地子会社において、今後グローバル（リー

ジョナル）人事制度の導入が進めば、各社

の採用活動が国境を越えて行なわれること

が促進されることが予想される。

取材を行なった企業の中にも、ベトナム工

場の工場長としてタイ工場から人員を異動し、

その人材が母国タイに工場長として帰国し

た企業や、アジアの優秀人材も多数参加す

るグローバル会議から、米国法人の幹部が

日本本社の役員に抜擢されたことが大いに

士気を高めた例などを聞くことができた。

後述するように何かと障壁や弊害も多い

が、制度を活用してグローバルで人的基盤

創りが進んでいる企業では、その実例が優

秀人材のモチベーションを高めていることも

事実である。

▼▼▼▼国際間異動を阻む壁国際間異動を阻む壁国際間異動を阻む壁国際間異動を阻む壁

グローバル人事制度を設けて世界中の優

秀な人材を縦横に異動し、人材と組織の最

適化を行なう、というのは合理的に聞こえる

が、実際には様々な障壁がある。

図表3-③ グローバル人事制度導⼊・検討の理由
（今後、日本や他国法人と共通の人事制度を導⼊する予定、またはそれを検討中とする計177社の回答）
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導入・検討の理由（あてはまるもの全て） 回答数 割合

人材の国際間異動により、各国現地法人において最適な人員配置を行なうことができる 65 36.7%

人材の国際間異動により、日本本社において最適な人員配置を行なうことができる 10 5.6%

人材の国際間異動により、幹部人材、グローバル人材の育成機会を創ることができる 26 14.7%

各国の評価基準を統一することにより、適正な評価・処遇を行なうことができる 16 9.0%

各国の評価基準を統一することにより、各国の人材の能力・実績を同一の尺度で把握できる 17 9.6%

従業員のモチベーションを高めることができる 36 20.3%

外部からより優秀な人材を採用することができる 19 10.7%

グループでトータルの人件費総額を抑制することができる 5 2.8%

自社（現地法人単体）の人件費総額を抑制することができる 6 3.4%

日本本社が検討・決定するためわからない 46 26.0%

その他 8 4.5%

計（複数回答あり） 254

ｎ 177 100.0%



図表3-④ グローバル人事制度導⼊、導⼊の効果
（日本や他国法人と共通の人事制度を導⼊しているとする178社が回答した効果・弊害）

（1）人件費の壁

異動に伴って生じる給与面の不利益を防

ぐため、またそれを公正に行なうためにグ

ローバル人事制度が不可欠だが、進め方に

よってはグループ全体で大幅な人件費の増

加が起こる。

現実的な運用としては、制度の適用対象

を部長（GM）や役員（ダイレクター）など特定

の職位以上の人材に限ること、また国際間

異動が発令されるまではその国の制度を引

き続き適用するような限定的、段階的な運

用が必要である。

ある企業では、アセアン各国の社員に対し

て「グローバルタレント制度」の公募を行なっ

ている。応募者は一定の要件を充たせば

「グローバルタレント」として登録され、トレー

ニングプログラムなどが施される。

その時点では「スタンバイポジション」とい

う位置付けで処遇に変更はないが、域内異

動が発令されるとシンガポールの報酬制度

が適用され、様々なベネフィットを受けること

もできる。

キーポスト以上の人材にグローバル人事

制度を適用し、世界共通の報酬制度で処遇
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制度導入の効果(日本本社や他国法人と共通の制度)

導入の効果が大いに認められる 8 8.4% 5 6.0% 13 7.3%

導入の効果が認められる/弊害はあるが効果の方が大きい 11 11.6% 10 12.0% 21 11.8%

まだ効果が出ているとは言えないが、今後導入の効果が期待できる 9 9.5% 20 24.1% 29 16.3%

導入の効果は全く認められない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

わからない 51 53.7% 27 32.5% 78 43.8%

※無回答 16 16.8% 21 25.3% 37 20.8%

計 95 100.0% 83 100.0% 178 100.0%

日本、他国と同制度 他国と同制度 計

※※※※日本本社日本本社日本本社日本本社やややや他国法人他国法人他国法人他国法人とととと共通共通共通共通のののの制度制度制度制度をををを導入導入導入導入しているしているしているしている178178178178社社社社におけるにおけるにおけるにおける、、、、人材人材人材人材のののの確保確保確保確保・・・・異動異動異動異動

導入 全体

日本で採用され、現地に転籍をした現地人材がいる 15.2% 9.3%

日本で採用され、現地に転籍(または出向)した第三国人材がいる 8.4% 4.6%

第三国で採用され、現地に転籍した現地人材がいる 8.4% 4.4%

第三国で採用され、現地に転籍(または出向)した第三国人材がいる 5.6% 3.7%

日本や第三国で採用された人材はいない 64.6% 78.8%

将来貴社への転籍を前提に確保した現地人材が日本本社にいる 7.9% 4.1%

将来貴社への転籍を前提に確保した現地人材が第三国子会社にいる 1.1% 0.9%

導入 全体

貴社のコア人材が日本本社に出向・転籍したことがある 14.0% 8.5%

貴社のコア人材が第三国の子会社に出向・転籍したことがある 13.5% 8.5%

日本本社や第三国に出向・転籍をしたコア人材はいない 69.7% 82.3%

日本本社への出向・転籍を前提に採用した人材がいる 2.8% 1.6%

将来第三国子会社への出向・転籍を前提に採用した人材がいる 5.6% 2.4%



（４）管理面の壁（日本本社）

人材の国際間異動を促進するためには、

人材育成や人事制度、ＩＴシステムの統合な

ど、日本本社が果たすべき役割は大きいが、

言葉の問題などが妨げとなり進まない。ここ

でも、「日本本社の国際化」が課題となるの

である。

するというのは見た目に華やかで、それが

魅力となって各国の優秀人材が確保できる

というメリットはあるが、現実的にはごく一握

りの企業を除き、総額人件費の増加（コスト）

に見合うほどのメリットは産み出さないので

はないか。

（２）人材の壁

また、国際間異動に堪え得る人材は実は

そんなに多くない。能力が認められても本人

の事情が許さないケースもあり、無理なアサ

インメントが時として貴重な人材を失うことに

もなる。先に述べた通り、国際間異動を活発

に行なうのであれば、そのための人材を意

図的に採用、育成しておかなければならな

い。

（３）言語や国籍の壁

日本人でも自国の人材でもない、第三国

出身者が突然上司として赴任してきたら、ど

この国であっても多くの従業員は違和感を

覚える。圧倒的な実力・実績を備えた人物を

満を持して投入することに加え、受入れ国側

の経営陣が現地スタッフに対する充分な説

明や意識付けを行なわなければ孤立する恐

れがある。一方で、成果を上げれば自分に

も国境を越えて活躍するチャンスがあること

を身を以て感じることができることも事実で

ある。

▲第3章のまとめと提言
・ アジア子会社の幹部人材育成、活用の面で、人材の国際間異動は有効で

あると考えられるが実際には難しい。

・人材の国際間異動に不可欠な人事制度の統一。人材採用のボーダレス化

にも有効。

・国際間異動に堪え得る人材はある意味で特殊。それを前提とした募集、

採用、処遇が必要。
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一方、現地幹部人材の育成において、「日

本本社での研修」は欠かせないプロセスと

なっている。本稿で何度も述べた通り、言語

や異文化理解の面で、むしろ改善が必要な

のは日本本社の側である。言わば、「海外

子会社の経営現地化には日本本社の国際化

が不可欠」なのであり、さらに言えば「海外子

会社の現地化が進めば進むほど日本本社が

もっと国際化しなければならない」ということに

異論はないはずである。

一言で「国際化」と言っても、そのために行

なうべきことは各社各様であろう。また、現地

側の実態、課題についても本稿では充分に

掘り下げた考察を行なうことはできていない。

しかしながら、自社と同様にアジアビジネスを

行なう日系各社が、どのような人材確保や人

事管理を行なっているのかを多少なりとも理

解する一助としていただき、社内、グループ

内での課題発見や対策立案に役立てててい

ただければ、この上なく幸いである。

以上

今回、756社の日系企業から得られたアン

ケート回答に加えて、30社を超える企業に実

際に足を運んで貴重な話を聞くことができた。

人事管理上の取組みは、各社の機密にもあ

たる内容が多く、具体的に表現できる部分は

極めて限られるが、最後にその幾つかを「生

の声」として紹介することにした。

その内容から伝わってくることは、日本企業

がアジアで優秀人材を確保し、それらの人材

を核として現地でのビジネスを進化（深化）さ

せていく上では、『日本流』を極めていくことが

現実的であり、重要なのではないだろうか。

一般的には、「職能型（職能制）」と呼ばれる

日本型の人事管理システムが、欧米を中心

に広く用いられている「職務型（職務制）」の人

事管理システムに対して特異であり、優秀人

材の確保や活用の面で不利となっていると言

われることが多いが、現実的には多くの企業

が日本で培った人事管理を丁寧に運用して

じっくりと自社に合った幹部人材を育成し、着

実に「経営現地化」を進めている。

おわりに
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＜人材採用＞
・書類選考段階では転職回数で定着性を見る。面接では一緒にやっていけそうかの判断の

ために、現場の人間を複数名同席させて一緒に働けそうかよく議論した上で採用するかを

決定している。結果として赴任してから4年以上たつが誰も辞めていない。

（化学品製造／インド）

・採用を行なう際は予め「給与テーブル」を用意し、どのくらいのスキルや経験値を持った人材

にいくらの給料を支払うかを前もって決めておく。そうしなければ適切な合否判断ができない。

この「給与テーブル」を適切に作るためには現地の優秀な人事マネージャーをまず採用する

ことが不可欠である。（輸送機器製造／マレーシア）

・キーとなる人材の採用がうまくいったため、立上げから約1年で順調に人的基盤が整った。

うまくいった要因は、まず経験とスキルに秀でた管理部門ＧＭをまず採用し、その人物を中心

に適切な採用活動を行なったこと。また、ＧＭクラス、マネージャークラス、スタッフと適切な

募集チャネルを使い分けたこと。ＧＭクラスは日系人材会社に専ら依頼。コストは高かったが

自社にフィットする能力と人柄を兼備する人材を紹介してもらうことができ（＝マッチングの

精度）、よい人材が採れた。またマネージャー陣が自らの人脈で優秀なスタッフを連れてくる

ことも多い。（検査機器製造／マレーシア）

・マネージャー未満の人材は入れ替わり激しいのでフィーの安い現地系エージェント、上の

ポジションは日系の紹介会社、という使い分けをしている。20代の若手技術者は3年以内に

100％辞めてしまう。（自動車部品製造／インド）

・グローバル経営に必要な優秀人材は、日本以外の国にむしろ多く存在する。それらの人材を

確保するために、海外へと人材募集の手を拡げることは大いに合理的だと考える。そういう

意味で海外子会社は「人材獲得拠点」になっていかなければならない。

（化学品製造／シンガポール）

・人員計画は存在するが、本当に優秀な人材がいたら人員数の上限を超えても確保しておく

べきだと感じている。数的には「余剰」だが、誰かが急に辞めることになってもあわてて人を

採用する必要がなく、じっくりと相応しい後任を探すことができる。特に複数の語学ができる

人材などは抱えておくと様々な場面で活躍してくれる。（消費財製造／シンガポール）

＜処遇＞
・管理職の処遇は目標管理システムに基いて行なうが、ポイントは一時考課者とのコミュニ

ケーションで、これが悪いと不満が募り退職につながる。うまく運用できるよう考課者訓練を

行なっている。（電気機器製造／シンガポール）

・「人が辞めること」を前提とした人事制度にしたくないので、固定給の中には「年齢給」を

入れている。（消費財製造／シンガポール）

＜人材育成＞
・幹部候補人材の育成は日本本社への研修派遣によって行われる。期間は一様ではないが、

①本社幹部からの直接の訓示 ②他国幹部候補人材との交流 ③それらを通した自身の

現状（立ち位置）把握 が大いにモチベーションを上げているようだ。日本本社にはこれらの

研修を全て英語で行なうインフラが整っている。（電気機器製造／マレーシア）

・将来のリーダー育成のために3年間日本に出向させる研修プログラムがあり現在4期目。

対象はマネージャー職以上の人材。またマネージャー候補を地域統括拠点に出向させて

訓練している。（産業資材製造／インド）

アジア日系子会社 各社の声 〜現地取材より
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＜福利厚⽣＞
・福利厚生のアイディアを現地人材から募り、ＩＴのスキルアップ研修を開催したり語学学習の

費用補助を行なうことにした。それに加え、永年勤続の褒賞のため日本本社への研修派遣

を行なうことにした。その際に撮った写真をＳＮＳに掲載することで知人からうらやましがられ

たりすることもまた、動機付けになっているという。（物流・運輸／ベトナム）

・喫緊の課題である日系企業向け営業強化のため、現地採用の日本人の採用・リテンション

が重要。現地採用邦人にとって生活上のネックとなり易い健康保険と家賃補助を手厚くした。

（化学品製造／マレーシア）

・社員旅行は毎年「チームビルディグ研修」という位置付けで行なっている。外部からファシリ

テータを招き、「もっと会社を良くするにはどうすればよいか」などのテーマで活発な意見交換

が行われる。事後、内容を精査し、それぞれの意見の採否を決めて発表する。全ての意見が

採用されるわけではないが、「公然と意見を言う場」があることに満足している従業員は多い

と感じている。（消費財製造／シンガポール）

＜グローバル人事制度、国際間異動＞
・キーポスト人材の国際間異動は有効であり必要でもあるが、それに堪え得る人材は社内外

ともに少ない。もともとそういう志向を持つ人材を採用する必要がある。

（電気機器製造／シンガポール）

・グローバル統一の人事制度を導入する予定。背景としては、各現地法人ごとにローカライズ

しすぎたことで各国法人間での制度の違いが大きくなってしまった。同時に仕事の進め方の

ローカライズも進んでしまって、ガバナンスが利かなくなってしまっているため、制度と業務

フローの統一化を図りたい。（化学品製造／タイ）

・自社のマネージャーが他国に異動することは痛手だが、あくまでも自法人の人材育成の一環

であるとの認識でそれを行なっている。送り出す際には必ず「帰国後の期待」を伝えるように

している。（化学品製造／マレーシア）

・いきなり他国の人が上司としてやってきた場合に違和感を覚える現地人材はどこの国にも

多いはず。全社的に能力や知識、意識の向上を図り、そういうことが「当り前」の風土を創り

たい。（化学品製造／マレーシア）

＜経営現地化＞
・現地化を進めざるを得ない要因は、本社の交代要員不足。即ち、海外駐在要員が育って

おらず、また適任者は海外駐在に強い抵抗を示していることから、現地子会社の幹部候補は

現地採用をせざるを得ない。（化学品製造／タイ）

・現地化が進まないのは、むしろ日本本社側が日本人駐在員に依存しすぎているから。現地

人材でも現地法人の経営は十分務まる。（機械工具製造／インド）

・既に現地人材が社長を務めているが、日本本社側がコントロールし難いという理由で、日本人

に交替する予定。（物流・運輸／インド）

・現地人材に権限を委譲し、現地化を進めようとしているが、責任が重くなることを負担に感じる

現地人材が多く、登用が進まない。こういった「現地人材の気質」もまた現地化を阻む要因に

なっている。（化学品製造／タイ）
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基本給
Base Salary

▼事実上「職能」に基き、目標

管理による考課で年1回改定。

▼昇給率は国によってバラつき。

インドでは約半数の企業が

直近の改定で「10％以上」。

（各国の昇給率はP.33参照）

▼前回の改定で5％以上昇給

した企業の割合は・・・

▼賞与の一部は固定型の「

コントラクト・ボーナス」。

月給1ヶ月分が主流。

賞与

Bonus

手当

allowance

福利厚生

welfare

▼賞与の一部は考課に基き

変動。

▼同職位における上下間の

格差は・・・

■；格差なし

■；10％程度

■；20～30％程度

■；30～40％程度

▼役職手当

▼通勤交通費

▼通信手当

▼健康保険

▼年金

▼社内イベント

アジア日系子会社の平均的な報酬内訳(イメージ図)

変動給

による

給与格差
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〔データ〕各国の昇給実績(部⻑級人材)
設問：前回の給与改定における固定給(ベースサラリー)の⾒直し実績

〜インドで約半数の企業が「10％以上」の昇給
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〔データ〕各社の⼿当と福利厚⽣

設問：固定給(ベースサラリー)以外に固定的に支払われる報酬・⼿当

設問：給与、⼿当以外の福利厚⽣

〜 年次賞与、健康保険、社内イベントが⼀般的
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〔データ〕現地子会社の最高幹部

貴社における
現地の

最高幹部は？

0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人以上 計
30名未満 25% 37% 18% 11% 6% 2% 1% 100%
30〜99名 10% 20% 26% 18% 9% 5% 12% 100%
100〜999名 8% 9% 18% 18% 13% 10% 25% 100%
1,000名以上 2% 7% 2% 10% 17% 7% 54% 100%
全体 15% 22% 19% 15% 9% 6% 14% 100%

〜 約8割の企業で、現地トップは日本人駐在員

▼日本人駐在員の数

▼日本人駐在員の数 〜現地子会社の従業員数別

(n=756)

(n=756)
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Appendix

1. 貴社の概要等についてお答え下さい貴社の概要等についてお答え下さい貴社の概要等についてお答え下さい貴社の概要等についてお答え下さい

(1) 貴社の所在地についてお答え下さい

□ 中国 □ 香港 □ シンガポール □ マレーシア □ タイ

□ インドネシア □ ベトナム □ インド □ その他

(2) 貴社の事業内容についてお答え下さい

a) 製造業(機械/輸送機/電気電子 等)

b) 製造業(化学/繊維/紙/金属 等)

c) 製造業(食品/化粧品/医薬品 等)

d) 製造業(その他)

e) ＩＴ/ソフトウェア開発

f) 建設/建築/不動産業

g) 運輸/物流業

h) 商社

i) 小売/飲食/サービス業

j) 金融

k) その他

(3) 貴社の従業員数についてお答え下さい

a. 30名未満 b. 30～99名 c. 100～999名 d. 1,000名以上

(4) 貴社の役割/機能についてお答え下さい(あてはまるもの全て)

a. 地域統括 b. 販売 c. 生産 d. 研究開発 e. 物流 f. コールセンター g. その他

(5) 貴社の設立時期についてお答え下さい

a. 1994年以前 b. 1995～1999年 c. 2000～2004年

d. 2005～2009年 e. 2010～2014年 f. 2015年以降

(6) 貴社において最高位の現地人材（例：タイ法人のタイ人など）の役職をお答え下さい

a) 会長/社長

b) 副社長/役員

c) シニアマネージャー/ＧＭ/部長

d) マネージャー/課長

e) アシスタントマネージャー/主任・係長

f) 現地人材の管理職はいない

(7) 将来、どの職位まで現地人材を登用する予定ですか

a) 会長/社長

b) 副社長/役員

c) シニアマネージャー/ＧＭ/部長

d) マネージャー/課長

e) アシスタントマネージャー/主任・係長

f) 管理職として現地人材を登用する予定はない人

調査票
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Appendix

(8) 既存の現地人材の管理職を確保した際の手段についてお答え下さい(あてはまるものを

全て回答)

a) スタッフとして現地で採用して育成・登用した

b) 管理職として現地で採用した

c) 日本本社で採用して現地に転籍した

d) 第３国の法人で採用して現地に転籍した

e) 合弁パートナーの管理職

f) 買収した企業の管理職であった

g) その他

h) 役職者はいない

※「c)日本本社で採用して転籍」した場合は、その採用手段をお答え下さい

□ 日本国内で留学生採用(新卒採用)を行なった

□ 海外で海外大学卒業(予定)者を対象に新卒採用を行なった(日本本社採用)

□ 日本国内で中途採用を行なった

(9) 貴社の最高幹部について(現地人材の社長・会長への登用状況について)お答え下さい。

a) 貴社の現地における最高幹部は、日本人駐在員である

b) 貴社の現地における最高幹部は、現地法人雇用の日本人である

c) 貴社の現地における最高幹部は、非常駐の日本人である（日本本社の役員など）

d) 貴社の現地における最高幹部は、日本本社から出向している現地人材である

e) 貴社の現地における最高幹部は、現地法人雇用の現地人材である

f) 貴社の現地における最高幹部は、日本本社から出向している第三国人材である

g) 貴社の現地における最高幹部は、現地法人雇用の第三国人材である

h) その他

(10) 貴社の役員について、その数と内訳をお答え下さい。

a) 貴現地法人の取締役の数 人

＜内訳／日本人＞

b) 上記 a)のうち、日本人の数 人

c) 上記b)のうち、日本本社からの出向者の数 人

＜内訳／現地人材＞

d) 上記a)のうち、現地人材の数人

e) 上記d)のうち、日本本社からの出向者の数人

f) 上記d)のうち、日本本社や他国法人から転籍をした人の数人

＜内訳／第三国人材＞

g) 上記a)のうち、第三国人材の数人

h) 上記g)のうち、日本本社から出向している人の数人

i) 上記g)のうち、日本本社や他国法人から転籍した人の数人

(11) 貴社のシニアマネージャー(ＧＭ、部長)について、その数と内訳をお答え下さい。

a) 貴現地法人のシニアマネージャ(部長)の数 人

＜内訳／日本人＞

b) 上記a)のうち、日本人の数人

c) 上記b)のうち、日本本社からの出向者の数 人

＜内訳／現地人材＞

d) 上記a)のうち、現地人材の数 人

e) 上記d)のうち、日本本社から出向している人の数 人

f) 上記d)のうち、日本本社や他国法人から転籍した人の数 人
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＜内訳／第三国人材＞

g) 上記a)のうち、第三国人材の数 人

h) 上記g)のうち、日本本社から出向している人の数 人

i) 上記g)のうち、日本本社や他国法人から転籍した人の数 人

2. 貴社における管理職人材の確保に関する方針についてお答え下さい貴社における管理職人材の確保に関する方針についてお答え下さい貴社における管理職人材の確保に関する方針についてお答え下さい貴社における管理職人材の確保に関する方針についてお答え下さい

※本問以降、「管理職」「コア人材」という語句がを用いています。「管理職」は基本的に

マネージャー以上の役職者を指すものとし、便宜的に社長、取締役などの経営幹部

もこれに含めます。

一方、マネージャー未満の立場でもアシスタントリーダーなど現地人材の中で指導的

な役割を担ったり、高度な専門性を以て現地事業の中核を担う人材について「コア

人材」という語句で括ることとします。

(1) 貴社における管理職人材の確保についての方針 （実施または予定しているもの全て)

a) 即戦力の管理職となり得る人材を、現地国内の人材市場から採用する

b) 即戦力の管理職となり得る人材を、日本の人材市場から採用する

c) 即戦力の管理職となり得る人材を、第三国の人材市場から採用する

d) 近い将来管理職となり得る候補人材を現地国内の人材市場から採用し、

自社で育成する

e) 近い将来管理職となり得る候補人材を日本の人材市場から採用し、自社で育成する

f) 近い将来管理職となり得る候補人材を、第三国の人材市場から採用し、

自社で育成する

g) 特に新たな採用は行なわず、既存の従業員を育成する

h) 外部からの採用と並行して既存の従業員を育成する

i) 採用、育成と並行して他国の子会社からの出向・転籍により確保する

j) 他国の子会社からの出向・転籍によってのみ確保する

k) 現地人材の管理職(およびその候補)人材を必要としていない

(2) 採用を行なう場合の方法 (実施、予定しているもの全て)

a) ヘッドハンティング会社を利用する

b) 登録型の人材紹介会社(日系)を利用する

c) 登録型の人材紹介会社(現地系)を利用する

d) 登録型の人材紹介会社(外資系)を利用する

e) インターネット上の人材募集広告を利用する

f) インターネット以外の人材募集広告を利用する

g) ＳＮＳを用いて行なう(ダイレクトリクルーティング)

h) 従業員や取引先、知人の紹介によって採用する

i) その他

j) 管理職人材やその候補を外部から採用することはない

k) 日本本社、または地域統括会社が行なうため分からない

(3) 育成を行なう場合の方法について (実施、予定しているもの全て)

a) 自社内のＯＪＴによって育成する ※「自社」とは貴現法を指す

b) 日本本社から指導員を招き、ＯＪＴによって育成する

c) 地域統括会社（または他国子会社）から指導員を招き、ＯＪＴによって育成する

d) 自社内に独自の教育研修プログラムがある

e) グループ（または地域）に独自の教育研修プログラムがある

f) 外部の教育研修ベンダー（日系）に外注して研修を行う
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g) 外部の教育研修ベンダー（現地系）に外注して研修を行う

h) 外部の教育研修ベンダー（外資系）に外注して研修を行う

i) 日本本社に派遣して育成する

j) 地域統括会社（または他国子会社）に派遣して育成する

k) その他

3. 管理職人材、コア人材の採用活動についてお答え下さい管理職人材、コア人材の採用活動についてお答え下さい管理職人材、コア人材の採用活動についてお答え下さい管理職人材、コア人材の採用活動についてお答え下さい

(1) 直近1年程度の間に行なった管理職またはその他のコア人材の採用活動について

お答え下さい(あてはまるもの全て) 

a) 経営幹部(取締役)の採用活動を行ない、充足した

b) 経営幹部(取締役)の採用活動を行なったがうまくいかなかった

c) 管理職の採用活動を行ない、充足した

d) 管理職の採用活動を行なったがうまくいかなかった

e) その他のコア人材(取締役、管理職以外)の採用活動を行ない、充足した

f) その他のコア人材(取締役、管理職以外)の採用活動を行なったがうまくいかなかった

g) 直近約1年の間はコア人材の採用活動を行なっていない

(2) 採用活動を行なった際の応募状況について

（複数の採用を行なった場合、最も重要なポジションの採用活動についてお答え下さい）

a) 充分な数の候補者から応募があり、採用者を決定することができた

b) 充分な数の候補者からの応募はなかったが、採用者を決定することができた

c) 充分な数の候補者から応募があったが、採用者を決定することができなかった

d) 充分な数の候補者からの応募がなく、採用者を決定することができなかった

(3) 採用がうまくいかなかった場合について、その詳細をお答え下さい（あてはまるもの全て）

a) 応募者の中に採用したい人材はいたが比較検討する候補者が現れず意思決定できなかった

b) 応募者の中に採用したい人材はいたが、条件面で折り合わなかった

c) 採用したい人材はいたが、採用内定後に他社との競合によって採用が叶わなかった

d) 応募者の中に採用したい人材はいたが、自社の選考期間中（採用内定前）に辞退した

e) 応募者の中に採用したい人材はいたが、面接に現れなかった

f) 入社したが、期待していた能力が備わっておらず退職した（または機能していない）

g) 入社し、期待していた能力が認められたがそれ以外の理由で退職した

h) その他

i) 採用はうまくいった

4. 管理職人材、コア人材の国際間異動についてお答え下さい管理職人材、コア人材の国際間異動についてお答え下さい管理職人材、コア人材の国際間異動についてお答え下さい管理職人材、コア人材の国際間異動についてお答え下さい

(1) 日本本社や第三国の子会社で採用した管理職やその他のコア人材についてお答え

下さい (あてはまるもの全て) 

a) 貴社の管理職・コア人材の中には日本で採用され、現地に転籍をした現地人材がいる

b) 〃 日本で採用され、現地に転籍(または出向)した第三国人材がいる

c) 〃 第三国で採用され、現地に転籍した現地人材がいる

d) 〃 第三国で採用され、現地に転籍(または出向)した第三国人材がいる

e) 〃日本や第三国で採用された人材はいない

f) 将来貴社に転籍することを前提に確保した現地人材が日本本社にいる

g) 将来貴社に転籍することを前提に確保した現地人材が第三国子会社にいる
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(2) 貴社から、日本本社や第三国の子会社に異動した管理職やその他のコア人材について

お答え下さい (あてはまるもの全て) 

a) 貴社のコア人材が日本本社に出向・転籍したことがある

b) 貴社のコア人材が第三国の子会社に出向・転籍したことがある

c) 日本本社や第三国に出向・転籍をしたコア人材はいない

d) 将来日本本社に出向・転籍することを前提に貴社で採用したコア人材がいる

e) 将来第三国子会社に出向・転籍することを前提に貴社で採用したコア人材がいる

(3) 管理職やその他のコア人材の国際間異動の有効性や是非についてお答え下さい

a) 管理職やコア人材の確保（採用・育成・定着化）を促進する上で、国際間の異動は有効で

あり積極的に行いたい

b) 管理職やコア人材の確保（採用・育成・定着化）を促進する上で、国際間の異動は有効で

あるが実現は難しい

c) 管理職やコア人材の確保（採用・育成・定着化）を促進する上で、国際間の異動は特に

必要ない

d) なんとも言えない

(4) 管理職やコア人材の国際間異動を促進するために取り組んでいることについてお答え

下さい(あてはまるもの全て) 

a) 国際間の異動を促進するための取組みは特に行わない

b) 人事制度の変更（本社や他国との統一、調整など）

c) 社内規程の整備（各種手当や補助などの充実、明文化）

d) 異動の対象となり得る人材の選定(データベース化)

e) 育成計画やキャリアパスの明確化

f) 語学教育

g) 国際間異動の意欲や適性を有する人材の確保

h) その他

5. 貴社の人事制度、評価制度についてお答え下さい貴社の人事制度、評価制度についてお答え下さい貴社の人事制度、評価制度についてお答え下さい貴社の人事制度、評価制度についてお答え下さい

(1) 貴社の人事制度(評価制度)設計の基準について答え下さい。

a) 日本本社の人事制度をほぼそのまま運用している

b) 日本本社の人事制度をもとに、現地の特性に応じて変更を加え設計した

c) 現地の労働市場や人材の特性に応じて独自で設計した(日本本社の制度と異なる)

d) 他国子会社と共通の人事制度を運用している(日本本社の制度と異なる)

e) 他国子会社の制度をもとに、現地の特性に応じて変更を加え設計した

f) 人事制度(評価制度)は定めていない

g) その他

(2) 管理職人材、コア人材採用における、貴社の人事制度・報酬体系の競争力について

お答え下さい。

a) 当社の人事制度・報酬体系は、外部の優秀人材を採用する上で十分に競争力がある

b) 当社の人事制度・報酬体系は、外部の優秀人材を採用する上でやや競争力がある

c) 当社の人事制度・報酬体系は、外部の優秀人材を採用する上でやや競争力に欠ける

d) 当社の人事制度・報酬体系は、外部の優秀人材を採用する上では著しく競争力に欠ける

e) わからない
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(3) 有利(不利)である理由についてお答え下さい。 （あてはまるもの全て）

a) 役割や評価、報酬に透明性がある(ない)

b) 年齢や社歴に関係なく弾力的な運用ができる(年功序列で硬直性が強く弾力的運用ができない)

c) 成果、評価に応じた魅力的な報酬が支払われる(支払われない)

d) 能力や実績に応じて機会、ポストが用意されている(されていない)

e) 長期的な就業が報われる(報われない)

f) 処遇に安定性がある(ない)

g) 福利厚生が充実している(していない)

h) 研修など能力開発機会に恵まれている(恵まれていない)

i) 日本本社や他国法人での活躍の機会が開かれている（いない）

j) その他

6. 管理職人材の給与等についてお答え下さい管理職人材の給与等についてお答え下さい管理職人材の給与等についてお答え下さい管理職人材の給与等についてお答え下さい

(1) 報酬の構成(固定給と変動給)についてお答え下さい。

（※ここではシニアマネージャー(ＧＭ/部長)級の人材が、実現し得る範囲での高い

成果を挙げた場合を想定）

a) 給与は固定給のみで、業績や評価に応じた変動給は支給していない

b) 給与は固定給が大部分を占めるが、業績や評価に応じて10%程度の変動給を支給する

c) 給与は固定給が過半を占めるが、業績や評価に応じて20～30%程度の変動給を支給する

d) 給与は固定給が過半を占めるが、業績や評価に応じて30～40%程度の変動給を支給する

e) 給与のうち固定給は半分程度であり、業績や評価に応じて同等程度の変動給を支給する

f) 給与のうち固定給は半分以下であり、業績や評価に応じて固定給を上回る変動給を支給する

(2) 貴社における固定給(ベースサラリー)の根拠についてお答え下さい。（あてはまるもの全て）

a) 職能に基く(年齢や勤続年数などを基礎とする/年功給)

b) 職能に基く(職務能力に対する明確な評価に基く/能力給)

c) 職務に基く(仕事の難易度や重要性によって職務間の給与差を明示している)

d) 職務に基く(職務間の給与差について根拠は明示していない)

e) 役職/肩書に基く(同一役職ではほぼ同じ金額)

f) 人材市場での給与相場に基く(同様の職能・職務の人材の給与相場)

g) その人の前職の給与に基く

h) その他

(3) 固定給(ベースサラリー)の見直し(昇給)時期についてお答え下さい。（あてはまるもの全て）

a) 職務や役割の変更に伴って随時行なう

b) 毎年の評価結果に基き行なう

c) 半期の評価結果に基き行なう

d) 四半期の評価結果に基き行なう

e) 物価変動等の外部経済環境に応じて毎年行なう

f) 物価変動等の外部経済環境に応じて半期ごとに行なう

g) 物価変動等の外部経済環境に応じて年に複数回行なう

h) その他

i) 固定給の見直し（昇給）は行なわない
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(4) 前回の給与改定における、固定給（ベースサラリー）の見直し（昇給）実績について

a) 平均「10％以上程度」で行なった

b) 平均「5～10％未満程度」で行なった

c) 平均「5％未満」程度で行なった

d) 昇給は行なわなかった

e) 当社では定期的な昇給は行なっていない

(5) 次回の給与改定における、固定給（ベースサラリー）の見直し予定について

a) 平均「10％以上程度」で行なう予定である

b) 平均「5～10％未満程度」で行なう予定である

c) 平均「5％未満」程度で行なう予定である

d) 昇給は行なわない予定である

e) 当社では定期的な昇給は行なっていない

(6) 貴社においてベースサラリー以外に固定的に支払われる報酬・手当についてお答え

下さい。（あてはまるもの全て）

a) 年次賞与(雇用契約等で保証されたもの)

b) 役職手当

c) 資格手当、語学力手当

d) 通勤交通費

e) 携帯電話手当(機器の貸与や通信費の実費支給を含む)

f) 車両手当(社用車の貸与や自己所有車両のメンテナンス手当等を含む)

g) 家族手当

h) 宗教手当

i) 食事手当(社員食堂での食事提供を含まない)

j) その他

(7) 給与、手当以外の福利厚生についてお答え下さい。（あてはまるもの全て）

a) 年金

b) 健康保険

c) 生命保険

d) 社員食堂での食事提供

e) 社用車の払下げ制度

f) 社員旅行

g) 社内イベント（運動会、パーティなど旅行以外のもの）

h) その他

(8) 役員等に対する長期インセンティブ(株式報酬など)の支給についてお答え下さい。

a) グローバル（リージョナル）共通の長期インセンティブ制度を適用している

b) 本社や他国とは異なる長期インセンティブ制度を適用している

c) 今後、長期インセンティブ制度の導入を検討している

d) 長期インセンティブ制度の導入は行なう予定はない

e) わからない
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7. グローバルグローバルグローバルグローバル(リージョナルリージョナルリージョナルリージョナル)人事制度についてお答え下さい人事制度についてお答え下さい人事制度についてお答え下さい人事制度についてお答え下さい

(1) グローバル（リージョナル）人事制度の有無についてお答え下さい。

a) 日本本社、他国法人と共通の人事制度・報酬体系が運用されている

b) 日本本社とは異なるが、他国(同地域など)と共通の人事制度・報酬体系が運用されている

c) 日本本社とも他国法人とも異なる人事制度・報酬体系が運用されている

※上記(1)でa)、b)とお答えの場合、制度の対象となるのは誰かお答え下さい

a) 社長・会長のみ

b) 役員以上

c) シニアマネージャー（部長）以上

d) マネージャー（課長）以上

e) その他

※上記(1)で、c)とお答えになった場合、今後の予定 についてお答え下さい。

a) 今後、日本本社、他国法人と共通の人事制度が導入される予定である

b) 今後、日本本社とは異なるが他国法人と共通の人事制度が導入される予定である

c) 今後、日本本社、他国法人と共通の人事制度の導入を検討する可能性がある

d) 今後、日本本社とは異なるが他国法人と共通の人事制度の導入を検討する可能性がある

e) グローバル（リージョナル）人事制度を制定することはしない

f) 日本本社が検討・決定するためわからない

g) その他

(2) グローバル(リージョナル)人事制度を導入・計画(積極的に検討)している理由について

お答え下さい。

※制度導入是非を検討中で方向性が決まっていないという場合には、あくまでもご回答者様

の見解でご回答下さい。（下問も同様、あてはまるもの全て）

a) グローバル人事制度は導入していない(積極的に検討することはない）

b) 人材の国際間異動により各国現地法人において最適な人員配置を行なうことができる(行いたい)

c) 人材の国際間異動により日本本社において最適な人員配置を行なうことができる(行いたい)

d) 人材の国際間異動により幹部人材、グローバル人材の育成機会を創ることができる（創りたい）

e) 各国の評価基準を統一することにより適正な評価・処遇を行なうことができる（行いたい）

f) 各国の評価基準を統一することにより各国の人材の能力・実績を同一の尺度で把握できる（したい）

g) 従業員のモチベーションを高めることができる（高めたい）

h) 外部からより優秀な人材を採用することができる

i) グループでトータルの人件費総額を抑制することができる（抑制したい）

j) 貴社の人件費総額を抑制することができる（抑制したい）

k) 日本本社が検討・決定するためわからない

l) その他

(3) グローバル(リージョナル)人事制度を導入・計画(積極的に検討)していない理由について

お答え下さい。

a) グローバル制度を導入・計画している（積極的に検討している）

b) 必要ない（対象となる人材が少ない）

c) 必要ない（人事戦略上必要ない）

d) 必要性はあるが、企画・運用が困難

e) 必要性はあるが、グループ・トータルの人件費総額が高騰する
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f) 必要性はあるが、貴社の人件費総額が高騰する

g) 必要性はあるが、日本本社の理解が得られない

h) 必要性はあるが、他国現地法人の理解が得られない

i) 日本本社が検討・決定するためわからない

j) その他

(4)グローバル(リージョナル)人事制度を導入しておられる場合、その効果・弊害について

最もあてはまると思われるものを一つお選び下さい。

□ 導入の効果が大いに認められる

□ 導入の効果が認められる/弊害はあるが効果の方が大きい

□ まだ効果が出ているとは言えないが、今後導入の効果が期待できる

□ 導入の効果は全く認められない

□ 導入の弊害が大きく、導入は失敗だった

□ わからない

以上
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Corporate Profile

会社名 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント（東証1部上場：2124）

所在地 （本社）

東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング14階

（支店）

横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、広島（名称は「中国支店」）

設 立 1988年3月7日

資本金 6億1,950万円

事業内容 人材紹介事業

厚生労働大臣許可番号 （人材紹介事業）13－ユ－010227

代表取締役社長 松園 健

従業員数 633名（2016年5月31日現在）

加盟団体 一般社団法人 日本経済団体連合会

一般社団法人 日本人材紹介事業協会 ほか

子会社 株式会社 JAC International

株式会社シー・シー・コンサルティング
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